
2広報あしや●臨時号　平成18年（2006年）12月15日号

【
減
免
／
未
成
年
者
】

■
概
要　

所
得
割
額
の
四
割
以
内
を
減
免

　
　
　
　

し
ま
す
。

■
要
件　

①
未
成
年
者
（
平
成
十
八
年
度
で

　
　
　
　

は
昭
和
六
十
一
年
一
月
三
日
以

　
　
　
　

降
に
生
ま
れ
た
か
た
）
で
前
年
中

　
　
　
　

の
所
得
が
百
五
十
八
万
円
以
下

　
　
　
　

で
あ
る
こ
と
②
納
期
限
ま
で
に

　
　
　
　

減
免
申
請
書
を
提
出
し
て
い
る

　
　
　
　

こ
と
③
個
人
市
県
民
税
が
納
付

　
　
　
　

済
み
で
な
い
こ
と

■
申
請　

減
免
申
請
書
を
課
税
課
市
民
税

　
　
　
　

担
当
へ
提
出
（
郵
送
可
）

【
減
免
／
寡
婦
・
寡
夫
の
か
た
】

■
概
要　

所
得
割
額
の
五
割
以
内
を
減
免

　
　
　
　

し
ま
す
。

■
対
象　

左
記
要
件
に
該
当
す
る
か
た

■
要
件　

①
賦
課
期
日
（
一
月
一
日
）
前
に

　
　
　
　

す
で
に
寡
婦
ま
た
は
寡
夫
で
、
前

　
　
　
　

年
中
の
所
得
が
百
五
十
八
万
円

　
　
　
　

以
下
で
あ
る
こ
と
②
賦
課
期
日

　
　
　
　

の
翌
日
以
後
に
、
寡
婦
ま
た
は
寡

　
　
　
　

夫
に
な
ら
れ
た
か
た
は
、
前
年
中

　
　
　
　

の
所
得
が
八
百
万
円
以
下
で
あ

　
　
　
　

り
、
納
税
が
困
難
で
あ
る
こ
と
③

　
　
　
　

納
期
限
ま
で
に
減
免
申
請
書
を

　
　
　
　

提
出
し
て
い
る
こ
と
④
個
人
市

　
　
　
　

県
民
税
が
納
付
済
み
で
な
い
こ
と

■
申
請　

減
免
申
請
書
、
戸
籍
等
を
課
税
課

　
　
　
　

市
民
税
担
当
へ
提
出
（
郵
送
可
）

【
減
免
／
無
職
・
無
収
入
の
か
た
】

■
概
要　

所
得
割
額
の
五
割
以
内
を
減
免

　
　
　
　

し
ま
す
。

■
対
象　

失
業
等
で
無
職
・
無
収
入
の
状
況

　
　
　
　

に
あ
る
か
た

■
要
件　

①
今
年
度
の
各
納
期
の
末
日
前

　
　
　
　

一
カ
月
か
ら
引
き
続
き
失
業
等

　
　
　
　

で
無
職
・
無
収
入
の
状
況
に
あ
り
、

　
　
　
　

納
税
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
こ

　
　
　
　

と
②
前
年
中
の
所
得
が
八
百
万

　
　
　
　

円
以
下
で
あ
る
こ
と
③
納
期
限

　
　
　
　

ま
で
に
減
免
申
請
書
を
提
出
し

　
　
　
　

て
い
る
こ
と
④
個
人
市
県
民
税

　
　
　
　

が
納
付
済
み
で
な
い
こ
と

■
申
請　

減
免
申
請
書
・
失
業
を
証
す
る
書

　
　
　
　

類
を
課
税
課
市
民
税
担
当
へ
提

　
　
　
　

出
（
郵
送
可
）

【
減
免
／
所
得
が
半
分
以
下
に
な
る
か
た
】

■
概
要　

所
得
割
額
の
五
割
以
内
を
減
免

　
　
　
　

し
ま
す
。

■
対
象　

所
得
が
二
分
の
一
以
下
に
減
少

　
　
　
　

す
る
見
込
み
の
か
た

■
要
件　

①
今
年
の
普
通
所
得
（
譲
渡
所
得

　
　
　
　

・
一
時
所
得
を
除
い
た
所
得
）
の

低所得のかた

寡婦・寡夫

未成年者等の

減免等

個
人
市
・
県
民
税

課
税
課
市
民
税
担
当　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　

２
０
１
６

38

■減免・軽減特集

【
前
年
中
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
世
帯
】

■
概
要　

前
年
中
の
所
得
が
一
定
額
以
下

　
　
　
　

で
あ
る
場
合
、
保
険
料
応
益
割
の

　
　
　
　

二
割
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

■
要
件　

前
年
中
の
所
得
が
三
十
三
万
円

　
　
　
　

＋
三
十
五
万
円
×
（
世
帯
内
の
国

　
　
　
　

民
健
康
保
険
被
保
険
者
数
）
以
下

　
　
　
　

で
あ
る
世
帯

国
民
健
康
保
険

保
険
年
金
課
保
険
担
当　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　

２
０
３
５

38

　
　
　
　

見
積
額
が
前
年
の
普
通
所
得
に

　
　
　
　

比
し
て
二
分
の
一
以
下
に
減
少

　
　
　
　

し
、
納
税
が
著
し
く
困
難
で
あ
る

　
　
　
　

こ
と
②
前
年
中
の
所
得
が
八
百

　
　
　
　

万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
③
納
期

　
　
　
　

限
ま
で
に
減
免
申
請
書
を
提
出

　
　
　
　

し
て
い
る
こ
と
④
個
人
市
県
民

　
　
　
　

税
が
納
付
済
み
で
な
い
こ
と

■
申
請　

減
免
申
請
書
・
今
年
の
所
得
の
見

　
　
　
　

積
額
を
証
す
る
書
類
を
課
税
課

　
　
　
　

市
民
税
担
当
へ
提
出
（
郵
送
可
）

【
非
課
税
／
寡
婦
の
か
た
】

■
概
要　

前
年
中
の
所
得
が
百
二
十
五
万

　
　
　
　

円
以
下
で
、
夫
と
死
別
ま
た
は
離

　
　
　
　

別
し
、
生
計
を
一
と
す
る
子
も
し

　
　
　
　

く
は
扶
養
親
族
を
有
し
て
い
る

　
　
　
　

場
合
は
、
非
課
税
に
な
り
ま
す
。

■
対
象　

下
記
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当

　
　
　
　

す
る
か
た

■
要
件　

①
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
時

　
　
　
　

点
で
夫
と
死
別
し
再
婚
し
て
い

　
　
　
　

な
い
か
た
で
、
本
人
の
前
年
中
の

　
　
　
　

所
得
が
百
二
十
五
万
円
以
下
で

　
　
　
　

あ
る
こ
と
②
前
年
の
十
二
月
三

　
　
　
　

十
一
日
時
点
で
夫
と
死
別
も
し

　
　
　
　

く
は
離
別
し
再
婚
し
て
い
な
い

　
　
　
　

か
た
で
、
前
年
中
の
所
得
が
三
十

　
　
　
　

八
万
円
以
下
の
生
計
を
一
に
す

　
　
　
　

る
子
ま
た
は
扶
養
親
族
を
有
し

　
　
　
　

て
い
る
か
た
で
、
本
人
の
前
年
中

　
　
　
　

の
所
得
が
百
二
十
五
万
円
以
下

　
　
　
　

で
あ
る
こ
と

■
申
請　

市
申
告
書
を
課
税
課
市
民
税
担

　
　
　
　

当
へ
提
出

【
非
課
税
／
寡
夫
の
か
た
】

■
概
要　

前
年
中
の
所
得
が
百
二
十
五
万

　
　
　
　

円
以
下
で
、
妻
と
死
別
ま
た
は
離

　
　
　
　

別
し
、
生
計
を
一
と
す
る
子
を
有

　
　
　
　

し
て
い
る
場
合
は
非
課
税
に
な

　
　
　
　

り
ま
す
。

■
要
件　

前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
時
点

　
　
　
　

で
、
妻
と
死
別
も
し
く
は
離
別
し

　
　
　
　

再
婚
し
て
い
な
い
か
た
で
、
前
年

　
　
　
　

中
の
所
得
が
三
十
八
万
円
以
下

　
　
　
　

の
生
計
を
一
に
す
る
子
を
有
し

　
　
　
　

て
お
り
、
本
人
の
前
年
中
の
所
得

　
　
　
　

が
百
二
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

■
申
請　

市
申
告
書
を
課
税
課
市
民
税
担

　
　
　
　

当
へ
提
出

■
申
請　

国
民
健
康
保
険
料
軽
減
申
請
書

　
　
　
　

（
該
当
世
帯
に
は
保
険
担
当
か
ら

　
　
　
　

個
別
に
申
請
書
を
送
付
済
み
）
を
、

　
　
　
　

保
険
年
金
課
保
険
担
当
へ
提
出　

　
　
　
　

（
郵
送
可
）

【
所
得
が
半
分
以
下
に
な
る
見
込
み
の
か
た
】

■
概
要　

該
当
者
の
保
険
料
所
得
割
の
六

　
　
　
　

割
以
内
を
減
免
し
ま
す
。

■
対
象　

事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、
失

　
　
　
　

業
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
所
得

　
　
　
　

が
二
分
の
一
以
下
に
減
少
す
る

　
　
　
　

見
込
み
の
か
た

■
要
件　

①
今
年
の
普
通
所
得
（
譲
渡
所
得

　
　
　
　

・
一
時
所
得
を
除
い
た
所
得
）
の

　
　
　
　

見
積
額
が
前
年
の
普
通
所
得
に

　
　
　
　

比
し
て
二
分
の
一
以
下
に
減
少

　
　
　
　

し
、
保
険
料
の
納
付
が
著
し
く
困

　
　
　
　

難
で
あ
る
こ
と
②
納
期
限
ま
で

　
　
　
　

に
減
免
申
請
書
を
提
出
し
て
い

　
　
　
　

る
こ
と
③
保
険
料
が
納
付
済
み

　
　
　
　

で
な
い
こ
と

■
申
請　

国
民
健
康
保
険
料
減
免
申
請
書

　
　
　
　

・
今
年
の
所
得
の
見
積
額
を
証
す

　
　
　
　

る
書
類
を
、
保
険
年
金
課
保
険
担

　
　
　
　

当
へ
提
出（
郵
送
可
）

芦屋中央線・花水木通り

【
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
か
た
】

■
概
要　

入
院
中
の
食
事
に
要
す
る
費
用

　
　
　
　

の
、
一
食
分
の
自
己
負
担
額
二
百

　
　
　
　

六
十
円
を
認
定
証
の
提
示
に
よ

　
　
　
　

り
二
百
十
円
に
減
額
し
ま
す
。　

　
　
　
　
　

な
お
、
入
院
九
十
一
日
目
か
ら

　
　
　
　

は
百
六
十
円
に
減
額
し
ま
す
。

■
要
件　

世
帯
の
国
保
加
入
者
全
員
が
、
市

　
　
　
　

民
税
非
課
税
で
あ
る
こ
と

■
申
請　

国
民
健
康
保
険
食
事
療
養
標
準

　
　
　
　

負
担
額
減
額
認
定
申
請
書
（
認
定

　
　
　
　

証
）
を
、
保
険
年
金
課
保
険
担
当

　
　
　
　

へ
提
出（
郵
送
可
）

【
一
部
負
担
金
の
減
免
等
】

■
概
要　

特
別
な
事
情
に
よ
り
一
時
的
に

　
　
　
　

生
活
困
窮
に
な
っ
た
と
認
め
ら

　
　
　
　

れ
る
と
き
に
、
医
療
機
関
窓
口
で

　
　
　
　

支
払
う
一
部
負
担
金
が
減
免
も

　
　
　
　

し
く
は
徴
収
猶
予
さ
れ
ま
す
。

■
要
件　

特
別
な
事
情
に
よ
り
、
生
活
保
護

　
　
　
　

基
準
に
近
い
状
況
で
あ
る
と
認

　
　
　
　

め
ら
れ
る
と
き

■
申
請　

国
民
健
康
保
険
料
軽
減
申
請
書

　
　
　
　

を
、
保
険
年
金
課
保
険
担
当
へ
提

　
　
　
　

出（
郵
送
可
）

シーサイドタウンを流れる宮川


